
 
区 民 生 活 委 員 会 
令 和 ３ 年 ２ 月 １ ７ 日 
区民生活部地域施設担当 

子ども家庭部児童青少年課 

都市整備部みどり公園課 

 

阿佐谷地域区民センター等複合施設の移転整備 

に係る工期及び開館時期の変更について 

 

 阿佐谷地域区民センター等複合施設の移転整備に係る工期及び開館時期について、以下の

とおり変更することとしたので、ご報告します。 

 

１ 変更後の工期及び開設時期等 

区 分 変更前（予定） 変更後（予定） 理 由 

工     期 

令和２年３月 18 日

から令和３年 10 月

29 日まで 

令和２年３月 18 日

から令和４年２月

18 日まで 

土工事において地

下水が想定外に発

生することが判明

し、JR 東日本(＊)

と協議した結果、

施工方法等に変更

が生じたため。 

開 設 時 期   

工期延長のため。 

 
阿佐谷地域区民セン

ター 
令和４年１月 

令和４年４月１日 

ただし、施設貸出

は４月中旬 

 阿佐谷児童館 

令和４年４月１日 

令和４年４月中旬 

  阿佐谷学童クラブ  
令和４年４月１日 

（変更なし） 

 

阿佐谷

けやき

公園 

屋 上 部 分 

令和４年１月 

令和４年４月中旬 

地 上 部 分 

令和４年３月上旬 

※工事の進捗状況

により開放エリ

ア等に変更の可

能性あり 

＊ 本工事においては、鉄道に近接した場所での建築工事に該当するため、公衆災害防止の

観点から国土交通省『建設工事公衆災害防止対策要綱』に基づき、東日本旅客鉄道株式

会社東京支社東京土木技術センターと協議を行わなければならない。  

 

２ 地元関係者等への周知 

令和３年３月  地元関係者、周辺住民に周知 

 


